
（互助様式第５号）  

 

一 般 死 亡 確 認 書 

 

会 員
（ ふ り

氏 名
が な ）

  民生
みんせい

 太郎
た ろ う

    （男・女）満 ７０ 歳 

 

住   所   ○○市△△港 １－２－３ 

 

死亡年月日   令和元年 ６月２８ 

 

遺 族 氏 名         民生 花子 

（弔慰金受給資格者）  

 

会員との続柄        妻 

 

 

 

 

 

 

 

上記の事項に相違ないことを確認します。 

 

 

 令和〇年 ○月 △日 

 

 

  単位民生委員 

  児童委員協議会名  △△港地区民生委員児童委員協議会 

          

 

  会長（副会長）氏名    山 田  Ａ 郎      ○印 
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（記入例：一般傷病） 

（互助様式第２号）                          （市区町村社協等→県社協等） 

全 国 民 生 委 員 互 助 事 業  

給 付 金 申 請 書  

市区町村社協等名 
○○市 

民生委員児童委員協議会 
担当者氏名 

 

   民生 一郎 

 

申
請
種
別 

ア． 公務死亡 エ．一般死亡 カ．一般傷病（療養２か月未満・療養２か月以上） 

イ．公務傷害 オ．配偶者死亡 キ．災害見舞（全壊・大規模半壊、半壊） 

ウ．公務疾病  ク．退任慰労（3年以上 9年未満・9年以上 15 年未満・15 年以上） 

会

員

氏

名 

ふ り が な 
男

・

女 

年 齢 満 ７０ 歳 

民生
みんせい

 太郎
た ろ う

 民 生 委 員 

在任延期間 
５年 ５か月 

遺
族
氏
名 

配
偶
者
又

 

 

 

続

柄 

会
員
と
の 

  

傷病名 

又は 

災害名 

 

    ※病名記載 

住
所 

 

 ○○市△△港 １－２－３ 

 

上記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

  令和元年○月△日 

 

    県社協等 公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

    団 体 名 

   （代表者名）   会 長  大野 トシ子    殿 

 

                市 区 町 村 ○○市民生委員児童委員協議会 

                社協等団体名 

                （代表者名）     会 長  福祉 葉子  ○印   

等

使

用

欄 

市

区

町
村
社
協 

受

領

方

法 

給

付

金 

１．銀行振込   ※※    銀行   ＊＊ 支店 

         口座番号（普・当）№ １２３４５６７ 

２．現金        受領者名 ○○市民生委員児童委員協議会 

                 会長 福祉 葉子 

記入上の注意 

  １）記入にあたっては「全国民生委員互助事業取扱要領」をご参照ください。 

  ２）「申請種別」は該当するものを○でかこんでください。 

  ３）「ア.公務死亡」「エ.一般死亡」を申請する際の「配偶者又は遺族氏名」の欄は給付金受

給資格者を記載し、その順位は配偶者、子、父母、祖父母としてください。 

  ４）「オ.配偶者死亡」を申請する際は「配偶者又は遺族氏名」の欄に亡くなられた配偶者の

お名前を記載してください。 

  ５）受領者名は、上記イ、ウ、オ、カ、キ、クにあっては会員本人とし、ア、エにあっては 

    配偶者又は遺族としてください。 

  ６）市町村社協等は県社協等へご送付した２号様式の写しを保管してください。 

※個人口座の

ご指定は出来

ません。 
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（互助様式第７号）  

 

一 般 傷 病 確 認 書 

 

会 員
（ ふ り

氏 名
が な ）

  民生
みんせい

 太郎
た ろ う

  （男・女）満 ７０ 歳 

 

住   所    ○○市△△港 １－２－３ 

 

傷 病 名    ※病名記載 

 

全 治 期 間 令和元年４月１日～治療中（〇日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の事項に相違ないことを確認します。 

 

 

 令和元年 ○月 △日 

 

 

  単位民生委員 

  児童委員協議会名  △△港地区民生委員児童委員協議会 

          

 

  会長（副会長）氏名    山 田  Ａ 郎      ○印 
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公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 慶弔規程 

 

 

第１条 本会の会員相互の友好と親睦を図るため、慶弔金品を贈る。 

 

第２条 前条の慶弔金品は次の基準により支給する。 

（１） 会員が死亡したとき          １０，０００円 

（２） 会員の配偶者が死亡したとき       ３，０００円 

（３） 会員が勲章、褒章を受章したとき    １０，０００円程度 

 

２ 前項第３号の勲章、褒章の種別は次の各号のとおりとする。 

（１） 春秋叙勲 

（２） 危険業務従事者叙勲 

（３） 春秋褒章 

      

３ 一斉改選により民生委員児童委員を退任後、６か月以内に前項の勲章、褒章を受章

した者は、第１項第３号の会員とみなす。 

 

第３条 前条第１項第１号及び第２号による弔慰金の支給に際し、会長が必要と認めた

場合は、別に花輪を贈ることができる。  

 

第４条 会員の死亡弔意に当たっては、会長の弔辞を贈る。 

 

 

附則  

第１条 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

第２条 この規程の施行に伴い、財団法人千葉県民生委員児童委員協議会弔慰規程（昭

和５９年８月１０日施行）は廃止する。 

第３条 この規程は、公益財団法人への移行認可に伴い平成２５年４月１日より施行す

る。 
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（県民児協弔慰様式第1号）

年　　　齢 ７０　歳　

物故者との続柄 妻

○○ 市・ 町・村　民児協

普　通　・　当　座 口座番号　 　No.　　　　　１２３４５６７　　　　　　　　　　　　　　

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会会長　　様

県民児協弔慰金請求書（民生委員死亡）

一金　　　　１０，０００　　　　円也

上記の金額を下記により請求いたします。

記

５　年　　　　５　箇月

令和　　元　　年　　　６　　　月　　２８　　日

民生　太郎

令和　元　年　○　月　　△　日

死亡年月日

 会　長　氏　名　　　　　　　○○　○○　　　　　　　　　㊞

預金種目

民生　花子

口座名義 ○○市民生委員児童委員協議会　会長　○○　○○

　　　　※※　　銀行 ・ 信金　　　　　　　＊＊　　支店 ・ 支所振 込 先

ふ　り　が　な まるまるしみんせいいいんじどういいんきょうぎかい　かいちょう　まるまる　まるまる

(記入例：県民児協弔慰金）

物故者氏名

住　　　　所

民生委員在職年数

遺 族 氏 名

○○市△△港　１－２－３

※個人口座

のご指定は

出来ません
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（県民児協弔慰様式第2号）

年　　　齢 ７０　歳　

○○ 市・ 町・村　民児協

普　通　・　当　座 口座番号　

民生委員氏名 民生　太郎

住　　　　所 ○○市△△港　１－２－３

県民児協弔慰金請求書（配偶者死亡）

一金　　　　3，０００　　　　円也

上記の金額を下記により請求いたします。

記

死亡年月日 令和　　元　　年　　　６　　　月　　２８　　日

令和　元　年　○　月　　△　日

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会会長　　様

民生　花子配偶者氏名

(記入例：県民児協弔慰金）

ふ　り　が　な まるまるしみんせいいいんじどういいんきょうぎかい　かいちょう　まるまる　まるまる

口座名義 ○○市民生委員児童委員協議会　会長　○○　○○

 会　長　氏　名　　　　　　　○○　○○　　　　　　　　　㊞

振 込 先 　　　　※※　　銀行 ・ 信金　　　　　　　＊＊　　支店 ・ 支所

預金種目 　No.　　　　　１２３４５６７　　　　　　　　　　　　　　

※個人口

座のご指

定は出来
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一斉改選に伴う諸手続き（予定）について

時　期 番号 依頼・案内名

８月または９月 ① 県民児協 調査 引継ぎ物品不足調査

② 全民児連 調査
「一斉改選に伴う永年勤続退任民生委員・児童委員
表彰の推薦について」

③ 全民児連 調査
「一斉改選に伴う全国民生委員互助共励事業退任慰
労給付金の申請・請求について」

④ 全民児連 調査 「ひろば」送付部数変更等調査

全民児連 調査 「Ｖiew送付先変更等調査」

県民児協 調査 当会会員調査

⑥ 県民児協 配布
ちば民児協だより第７９号
「一斉改選特集号」送付

⑦ 県民児協 調査 市町村民児協代表者推薦依頼

⑧ 県民児協 調査 本会ＨＰ「あなたの街の民生委員活動」更新依頼

⑨ 全民児連 配布
（１２～３月分）民生委員・児童委員活動記録の送
付（新任委員用）

⑩ 全民児連 配布
民生委員・児童委員活動保険リーフレット＆加入者
証（新任委員用）

12月1日

⑪ 全民児連 配布 民生委員・児童委員必携　第６４集

⑫ 県民児協 調査
全国民生委員互助共励事業退任慰労給付金における
振込口座調査

⑬ 県民児協 配布 新任民生委員・児童委員の活動の手引き

⑭ 全民児連 配布
永年勤続退任民生委員・児童委員表彰決定通知、表
彰状・筒の送付

⑮ 全民児連 送金 一斉改選時退任慰労金の送金

令和２年
１月

１２月

調査・配布主体
事業種別

９月

一斉改選

１０月

１１月

⑤
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（令和元年６月２８日現在）

時　期 概　　要
期限または送付時期

（予定）

８月または９月
県民児協作成物品等について不足物品調査
（活動記録・状況報告・福祉票記入マニュアル、他）

（期限）１０月
（送付時期）１１月

令和元年１１月３０日現在で、１５年以上委員職にあり、一斉
改選をもって退任をされる方

（期限）１２月上旬

所定年数に応じて、退任慰労金を給付するため、その申請依頼 （期限）１２月上旬

（一斉改選後の）市町村別の送付部数・送付先調査 （期限）１０月上旬

（一斉改選後の）単位民児協名・会長名・住所等を調査 （期限）１２月中旬

一斉改選後の各市町村所属委員の名簿提出を依頼 （期限）１２月中旬

全民児連・県民児協等の引継ぎ物品等を写真つきで紹介
一覧表も掲載予定

（送付時期）１０月

一斉改選後の市町村民児協代表者の推薦依頼 （期限）１２月中旬

（一斉改選後の）市町村・地区民児協の概況と活動内容の更新 （期限）３月末

全民児連から県庁経由で配布 （送付時期）１１月

新任委員数（予定数）分を配布 （送付時期）１１月

12月1日

全民児連から県庁経由で配布 （送付時期）１月

一斉改選後、市町村民児協会長の変更とあわせて、口座名義を
変更する市町村が多いため、あらためて振込先を調査

（送付時期）１月中

全社協より購入の上、新任研修会で配布 （配布）新任研修会時

県民児協から市町村には２月中に送付 （送付）２月中

県民児協から市町村には、上記⑫で報告のあった口座へ２月中
に送金

（送金）２月中

一斉改選

９月

１２月

令和２年
１月

１０月

１１月
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【３．県・事業説明】 
 

「千葉県社会福祉法人地域協議会の設置について」 

 

健康福祉指導課 法人指導班 

班長 高柴 由美子 氏 
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健 指 第４６５号  

令和元年５月８日  

  

各 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 会 長  

各市町村民生委員児童委員協議会会長  

 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課長   

   (公印省略)    

 

千葉県社会福祉法人地域協議会の設置について 

 

日頃、本県の社会福祉の推進に御尽力と御協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、社会福祉法第55条の２第６項の規定により、社会福祉法人（以下「法人」と

いう。）が社会福祉充実財産を活用して、地域公益事業（以下「事業」という。）を  

実施する場合は、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聞かなければならない

こととされております。 

それに伴い、法人が行う事業に係る意見聴取を中立公正かつ円滑に行えるように 

するため、「千葉県社会福祉法人地域協議会（以下「協議会」という。）」を設置し、

別添のとおり「千葉県社会福祉法人地域協議会設置要綱」を策定いたしました。 

つきましては、本県所管法人が貴協議会所在市町村の区域において事業を実施する

予定があり、協議会を開催する場合は、委員として御意見等を伺いたいと考えており 

ますので、特段の御配意をお願いいたします。 

【平成３１年度における協議会実施スケジュール】 

４月 県所管法人に対し、事業実施予定の有無を照会 

５月 「千葉県社会福祉法人地域協議会設置要綱」の策定（本通知） 

（事業実施予定法人「有」の場合） 

関係機関（事業実施地区の市町村担当課等）へ協議会への出席を依頼 

６月 協議会開催 

 

※事業実施予定法人「無」の場合、今年度の協議会は開催なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当：問合わせ先】 
 健康福祉部健康福祉指導課法人指導班 高柴 
 Tel：043-223-2351、Fax：043-222-6294 

E-mail：hyoka@mz.pref.chiba.lg.jp 

様 
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千葉県社会福祉法人地域協議会設置要綱 

 

令和元年５月８日制定 

 

（目的） 

第１条 千葉県を所轄庁とする社会福祉法人（以下「法人」という。）が、社会福祉法

（昭和 26 年法律第 45 号。）第 55 条の２第６項に定める意見聴取を中立公正かつ 

円滑に行えるようにするため、また、地域福祉の推進体制の強化を図るため、千葉

県社会福祉法人地域協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

  なお、協議会は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定による附属機関の性質

を有しない。 

 

（協議の対象） 

第２条 協議の対象は、次のとおりとする。 

（１）法人が実施を予定している地域公益事業（以下「事業」という。）に関する 

こと。 

（２）地域の福祉課題に関すること。 

（３）地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。 

（４）関係機関との連携に関すること。 

（５）その他、地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、別表１に掲げる者及び別表２の 

関係機関が選任する者をもって充てる。 

２ 前項に掲げる者のほか、健康福祉部健康福祉指導課長は、必要に応じて事業実施 

区域に係る市町村が推薦する者、学識経験者、保健医療福祉サービス事業者等に 

出席を求めることができる。 

３ 委員に事故あるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理する。 

４ 協議会に座長を置き、座長は、健康福祉部健康福祉指導課長をもって充てる。 

５ 座長に事故あるときは、座長の指名した者がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 協議会は、健康福祉部健康福祉指導課長が招集する。 

２ 健康福祉部健康福祉指導課長は、必要に応じて関係者に出席を求め、意見及び 

説明を聞くことができる。 

  

（事務局） 

第５条 協議会の事務局は、健康福祉部健康福祉指導課に置くものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第６条 協議会の関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を 

退いた後も同様とする。 
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（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、座長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年５月８日から施行する。 

 

別表１ 

行政 

委員 

健康福祉指導課長、児童家庭課長、子育て支援課長、高齢者福祉課長、 

障害福祉事業課長 

 

別表２ 

行政 

委員 
事業実施区域に係る市町村担当課 

外部 

委員 

千葉県社会福祉協議会 

千葉県民生委員児童委員協議会 

事業実施区域に係る市町村社会福祉協議会 

事業実施区域に係る市町村民生委員児童委員協議会 

中核地域生活支援センター 
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55
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【５．その他】 
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令和元年度（平成３１年度）市町村民児協事務局会議 

事前アンケート 集計結果 

 

 

 

事前アンケート結果については、匿名のうえご意見を項目別に掲載させていた

だいております。（原則原文ママ、順不同） 

 

 

 

１．貴民児協または管内民児協において、課題となっていることや懸念事項等があ

りましたらご記入ください。 

 

 

（１）なり手の不足／推薦手続／引き継ぎ 

 

○民生委員・児童委員が 1 期の就任のみの方が多く、活動の継続、住民の安

心感に支障があるかと思う。 

○欠員が生じている地区における民生委員児童委員候補者の選出（オートロ

ックマンション等の増加により、住民情報の取得が困難、若い世代の町会

への加入が少ない 等） 

○団地に居住している住人の高齢化により、団地一帯の民生委員候補者がい

ない。 

○改選時における新たな候補者の選出について、担い手不足が各地区で意見

として出ている。 

○新任民生委員児童委員の確保（高齢化） 

○何期も継続して民生委員になる方が減少している。１期で退任される方が

多いため、１期の方でもできる民生委員内容に制度を変えていく必要があ

ると思われる。（民生委員の活動内容をもっと単純なものにする必要があ

る。） 

○６０歳を過ぎても仕事をしている人が増え、民生委員児童委員のなり手が

不足している。特に、主任児童委員は年齢制限が低く資格の要件もあるた

め選任が困難である。 

○新規に開発された住宅地等の自治会組織などが無く、地域コミュニティー
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が希薄な地域で民生委員児童委員を選任することが困難である。 

○欠員地区や後任が見つからない地区が多く、今後解消に向けた取り組みが

課題となっている。 

○民生委員児童委員の高齢化と新たななり手の人材不足、人事確保が困難。 

○本年度の一斉改選について、退任する場合の後任者の選出が現委員ではで

きない旨の報告が多数あり、事務局としても苦慮している。とくに、主任

児童委員の年齢要件は、通常働いている年齢であり難しいと考えている。 

○社会構造の変化による民生委員等の「なり手」の減 

○民生委員も主任児童委員も、柱となる仕事よりも、社協やまちづくり協議

会の仕事の負担が大きく、そのため、後任さがしが年々、困難となってい

る。特に主任児童委員は広範囲から選任されるため、難しいうえ、学校か

らの情報も、個人情報などの理由から乏しく、メインの仕事がボランティ

ア活動になってしまっている。民生委員＝児童委員でもあることから、主

任児童委員も、見直しの段階にきているのではないでしょうか。 

○民生委員児童委員の後任を選出するにあたり、年齢制限を引き上げるなど、

全体的な要件の緩和をしなければ、人材確保が困難となっている。 

○民生委員児童委員の後任を地域から選出して頂くにあたり、区や自治会長

へ依頼しても、区や自治会長そのものの任期が１年となっていることから、

地域の人材について実情を把握していないため、探すことが難しくなって

いる。 

 

 

 

（２）負担軽減 

 

○住民ニーズの多様化や高齢者世帯の増加に伴う民生委員・児童委員の負担

が増えており、その軽減について喫緊の課題となっております。 

○民生委員の定年延長に伴う委員の高齢化問題。80 歳近い委員と 60 前後の

委員の活動量は異なる。高年齢委員に対し、どの程度、地区や事務局でフ

ォローすべきか。また、今後、地区によっては平均年齢が高年齢とそうで

ない地区も出てくると思われる。年齢で活動内容を変えることではないが、

今一度、地域組織との連携も含めて、民生委員活動の内容を整理すること

が必要ではないかと感じている。 

○在宅の高齢者などを対象に「実態調査」を行っている。対象を①６５歳到

達者、②６５歳以上独居、③７５歳以上のみ世帯としているが、高齢化に

より対象者が増え続け負担が増え続けている上、訪問に当たる民生委員よ
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り若年の方への訪問・調査する状況となっている。この６５歳以上という

年齢の引き上げの検討を始めようと考えている。 

○災害時要援護者支援の民生委員への期待が大きすぎる。１人の民生委員が

担当する世帯数が２８０世帯以上ある委員が全体の半数である。そのよう

な広範囲を担当する民生委員が災害時に要援護者を支援できるとは思え

ない。 

○社会の多様化が進み、民生委員児童委員に対する依頼が増え、それに伴い

活動の負担が大きくなっている。（委員を多くして負担を減らしたいが、

そのなり手がいない） 

○社会福祉協議会から民生委員児童委員に対し依頼される事業が多いため、

民生委員児童委員としての職務に支障が生じている現状がある。 

○国または県が示す活動全てを委員に求めることは難しい。 

 

 

（３）その他 

 

○民生委員協力員制度の導入の可否 

○地区住民の地域差（高齢化率、所得格差等） 

○民生委員見守り負担度の地域差（公営集合住宅地区と分譲住宅地区等） 

※一部地区の急速な高齢化に伴う、民生委員の増員の検討 

○住民への介入と把握（マンションオートロック化、子どもとの同居にお

ける高齢者の転入等） 

○民生委員が担う役割は重要であり、熱心な活動をしている方も多いが、

逆に活動が少ない方もいる。地域による温度差もある。市内の民生委員

の活動の状況が見えない。 

○地区民児協活動時などに委員に着用してもらうベストの作成を市の民

児協で計画しています。市民児協の委員全員分作成するのか、必要な枚

数作成するのか、意見が分かれている状況にあります。 

○自治会に加入していない世帯へのフォロー 

 

 

 

 

２．本会の事業に関するご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。 

 （事業運営全般、広報誌や研修会のテーマ、冊子やマニュアル、調査等） 
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（１）マニュアル等の作成 

 

○活動記録の記入が分かりずらい。平均年齢７０歳以上の高齢者が読んでも

分かりやすい記入マニュアルをお願いします。 

○民生委員児童委員が行う地域住民への支援内容に関するマニュアルの作

成をぜひお願いしたいと思います。今年度一斉改選を控え、新人民生委員

児童委員の方々が各担当地域で活動するにあたり、具体的な支援活動の事

例集の作成をお願いします。 

 

（２）研修会のテーマ 

 

○一斉改選について、欠員を出さないように鋭意地域を回って後任者探しを

しているところだが、選任に係る有用な取り組みや考え方などご教授いた

だけるような研修があると良い。 

○本年度は一斉改選の時期なので、特に新任の委員になられた方に対し、民

生委員・児童委員の役割や業務内容、また記録票への記載方法など日常の

活動で必要な具体的な研修を取り入れてほしい。 

 

（３）ＰＲ 

○民生委員児童委員の活動自体が一般家庭に知られておらず、個別相談活動

等では不審者と間違われる等、難しい一面がある。もっと、一般家庭に知

られるような効果的な（マンガやキャラクター等の）広報を期待します。 

 

 

（４）その他 

 

○「実態調査」に関する状況について、他市町で同様の取り組みをしている

場合の状況を知りたい。 

○調査（民生委員協力員制の導入について） 

内容 ： 導入の可否、検討の可否、制度の導入における想定されるメリッ

ト・デメリットとは 

メリット ：民生委員の負担減、新たな担い手の発掘等 

デメリット：逆に民生委員の成り手が減少するのでは。 

協力員の要件は（例:民生委員の OB,OG 等） 

民生委員と協力委員の活動および費用の差異はある

のか等 
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○委員個人に対する活動費の支給と、市民児協あるいは単位民児協に対する

補助金の支給について、県民児協か県健康福祉指導課で毎年（事務局連絡

先調査等にあわせて）調査し、結果を各市町村に報告してほしいです。 

理由：財政部局から定期的に他市町村の状況を把握するよう依頼されてい

る。また、他市町村からも照会されることが多いため。 

 

○各市町村からの意見や要望に対して、どう対応するのか、しているのか、

したのかの回答を一覧にして各市町村に連絡をしてもらいたいです。 

 (例）昨年の要望から、事務連絡等をできる限りメールを利用した電子フ

ァイルのみにしてほしいです。の要望に対する回答は、今後は●●にして

対応していきます。など 
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平成３１年度 市町村民児協事務局会議 

開催要領 

 

 

１. 概 要 

この会議では、本年度の本会事業計画や全民児連における各種事業に関す

る諸連絡を目的に実施いたします。 

（１） 事務局にお願いしたいこと（本会会長・約２０分） 

（２） 本年度の事業計画・互助共励事業・県大会（本会職員・約４５分） 

（３） 地域協議会について（県健康福祉指導課法人指導班・約１５分） 

（４） 戸籍に登録されていない方へ（千葉法務局・１０分） 

    ※内容・順番等は変更する場合があります 

 

２. 実施機関 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

 

 

３.日 時 

令和元年６月２８日（金）１３：３０～１５：３０ 

 

 

４. 会 場 

千葉県社会福祉センター３階会議室 

 

【交通手段】  

○千葉都市モノレール「市役所前」駅より徒歩約５分 

○ＪＲ「千葉」駅、京成「千葉」駅より徒歩約１５分 

○ＪＲ京葉線「千葉みなと」駅より徒歩約１０分 

 

   

 

 

５. 対象者 
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市町村民児協事務局担当者（各市町村より１名） 

    ※民児協担当者の出席が難しい場合、代理の方の出席をお願いします。 

 

６．参加申込書・事前アンケートの提出方法 

別紙「市町村民児協事務局会議 参加申込書」及び「事前アンケート」に

ついては、令和元年６月２１日（金）までに県民児協へご提出ください。（郵

便または E-mail） 

※様式データは、別途メールにてご案内いたします。 

   ※事前アンケートは、匿名表記の上、会議資料として配付する場合があり

ます。 

 

 

７．その他 

会場への車によるご来場はご遠慮ください。車でご来場される場合は、会

場付近の有料駐車場をご利用ください。 

 

 

８．個人情報の取り扱い 

本会議の開催にあたって取得した個人情報については、当会が定める「個

人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）」に基づき適正に取り扱い、

適切な管理を行います。また、本会の運営に関する業務以外の目的には使用

いたしません。 

 

 

９．お問合わせ先 

（公財）千葉県民生委員児童委員協議会（担当：相田・渡辺） 

 住 所：千葉市中央区千葉港４－３ 県社会福祉センター 

電 話：０４３－２４６－６０１１／ＦＡＸ：０４３－２４８－００８４ 

   e-mail:info@chiba-minkyo.or.jp 
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